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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１０月２０日 １０時０６分ごろ 

発生場所 香川県三豊
み と よ

市志々
し し

島西方沖 

 上新田
かみしんでん

港１号防波堤灯台から真方位１４３°８２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.２′ 東経１３３°３９.７′） 

事故の概要  旅客船マリーンセト及びミニボート（船名なし）は、共に北東進

中、両船が衝突した。 

ミニボートは、操縦者が負傷し、船外機の圧損等を生じ、また、マ

リーンセトは、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１０月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 マリーンセト、１８トン 

   ２４３－１４１３１岡山、個人所有、にじ観光有限会社（船舶

借入人兼運航者、Ａ社） 

１１.９０ｍ（Lr）×３.６４ｍ×１.４７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、３３８.４kＷ（合計）、昭和５９年５月 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   約３.３０ｍ×約１.３８ｍ×約０.４５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年１月２０日 

免許証交付日 平成３０年３月１日 

           （令和５年２月２８日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ５６歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船外機に圧損、船尾部外板に擦過傷 



- 2 - 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約２.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、旅客１７人を乗せ、令和元年

１０月２０日１０時００分ごろ香川県多度津
た ど つ

町高見
た か み

島港に向け、三豊

市粟
あわ

島港を出港した。 

Ａ船は、船長Ａが船体中央部右舷側の高い位置にある操縦席に腰を

掛け、ＧＰＳプロッターを作動させ、約１４ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で、手動操舵により航行していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船の高い位置にある操縦席に腰を掛けて操船する船長Ａ 

（イメージ） 

 

Ａ船は、粟島南方沖を東進した後、左転し、針路を志々島北西端に

向けた頃、船長Ａが、予定進路の左舷前方に２隻の、右舷前方に１隻

のそれぞれ漂泊しているプレジャーボート（小型船）を認めたもの

の、針路線上に船舶を認めなかったので、前路に航行の支障となる他

船がいないと思い、北東進した。 

船長Ａは、予定進路の両側に認めていた小型船が、いつ動き出すか

分からなかったので、その小型船に意識を向けて様子を見ながら航行

中、１０時０６分ごろ左舷方至近にＢ船を視認して気になり、減速し

て反転し、Ｂ船に寄せて様子を聞き、Ｂ船と衝突したことを知った。 

船長Ａは、操縦者ＢをＡ船に移乗させた後、Ａ船でＢ船をえい
．．

航し

て粟島港に向かった後、Ａ社担当者に本事故の発生を報告した。 

Ａ社担当者は、粟島港に到着後、携帯電話で海上保安庁に本事故の

発生を通報した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、釣りの目的で、０９時００分ごろ

三豊市胡麻
ご ま

尻
じり

の砂浜を出発し、粟島南東方沖の釣り場で釣りを行った

後、志々島北西方沖の釣り場に移動することとし、１０時００分ご

船
長
Ａ 
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ろ、針路を志々島北西端に向けて発進した。 

操縦者Ｂは、船首方を向いて椅子に腰を掛け、右手で船外機のティ

ラーハンドルを操作しながら、約４knの速力で北東進中、左舷方に１

隻の漁船、予定進路の左舷前方と右舷前方に各１隻の小型船がそれぞ

れ漂泊して釣りを行っているのを認めた。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが、予定進路の両側に認めていた２隻の小型船

が、いつ動き出すか分からなかったので、その小型船に意識を向けて

様子を見ながら航行中、後方を振り向いた直後、Ｂ船の船尾部とＡ船

の左舷船首部とが衝突した。 

操縦者Ｂは、椅子から滑り落ちてＢ船の生け簀
す

で腰部を打った。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて粟島港に入港した。 

 操縦者Ｂは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し、２１

日、丸亀市内の病院に行き、頸
けい

椎捻挫及び腰椎捻挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、３年に１回（９月～１１月）の瀬戸内国際芸術祭開催期間

中、令和元年９月２８日から１１月４日までの間、粟島から（高見島

を経由し）本島の間を運航する便として１日３往復していた。 

Ａ船のレーダーは、平成３０年ごろから故障していた。 

船長Ａは、これまでにミニボートを陸岸近くで見たことはあったも

のの、陸岸から離れて航行しているところを見たことがなく、本事故

当時、ミニボートが粟島と志々島間の水路を航行しているとは思って

いなかった。 

船長Ａは、遠方に当たる予定進路の両側に認めていた小型船に視線

が向いていて、船体の高さが低いＢ船に気付かなかったのではないか

と本事故後に思った。 

Ｂ船の長さ（登録長相当）は、約２.９７ｍであった。 

 Ｂ船は、船首部に垂直に立てた約３ｍの釣り竿
ざお

の先に赤い旗を取り

付けていた。 

操縦者Ｂは、有効な音響による信号を行える手段を講じていなかっ

た。 

操縦者Ｂは、平成２８年ごろＢ船を購入し、本事故発生場所付近を

航行するのが６回目であったが、粟島と志々島間の水路を旅客船が航

行していることを知らず、本事故時の時間帯に旅客船が航行すること

を知っていたら、粟島から志々島に向かって航行しなかったと本事故

後に思った。 

操縦者Ｂは、粟島と志々島間の水路を航行する船舶は少ないと思

い、１人で乗船していたこともあり、主に前方の見張りを行ってい

て、後方の見張りがおろそかになっていたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、志々島西方沖を北東進中、船長Ａが、前路に航行の支障と

なる他船がいないと思い、予定進路の両側に認めていた小型船に意識

を向けて航行を続けたことから、前路を航行中の船体の高さが低いＢ

船に気付かず、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、船体の高さが低いミニボート等が粟島と志々島間の水路

を航行しているとは思わず、遠方に当たる予定進路の両側に認めてい

た小型船を見ていて、針路線上に船舶を認めなかったことから、前路

に航行の支障となる他船がいないと思ったものと考えられる。 

船長Ａは、予定進路の両側に認めていた小型船が、いつ動き出すか

分からなかったことから、その小型船に意識を向けて様子を見ながら

航行していたものと考えられる。 

Ｂ船は、志々島西方沖を北東進中、操縦者Ｂが、予定進路の両側に

認めていた小型船に意識を向けて航行を続けたことから、後方から接

近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

操縦者Ｂは、予定進路の両側に認めていた小型船が、いつ動き出す

か分からなかったことから、その小型船に意識を向けて様子を見なが

ら航行していたものと考えられる。 

操縦者Ｂは、本事故時の時間帯に旅客船が粟島と志々島間の水路を

航行することを知らなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、志々島西方沖において、北東進するＡ船が北東進するＢ

船の後方を航行中、船長Ａ及び操縦者Ｂが、いずれも予定進路の両側

に認めていた小型船に意識を向けて航行を続けたことから、互いに接

近する状況であることに気付かず、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、遠方の他船ばかりの見張りを行っているとミニボート等

船体の高さが低い船舶を見落とすことがあるので、近傍
きんぼう

の見張り

も適切に行うこと。 

・故障したレーダーは、早期に修理又は新替えし、昼間であっても

正常な状態で作動させて他船の探知に活用すること。 

 ・ミニボートの操縦者は、他船から見えにくいことを考慮した上

で、前方のみならず、全周の見張りを適切に行うこと。 

・汽笛を備えていない船舶は、他船に自船の存在を知らせることが

できるよう、有効な音響による信号を行える手段として簡易式の

エアホーン等を用意しておくことが望ましい。 

 



 

 

Ａ船 

  付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

-
 
5
 
- 

Ａ船 

上新田港１号防波堤灯台 

香川県 

事故発生場所 

（令和元年１０月２０日 

 １０時０６分ごろ発生） 

Ｂ船 

粟 島 

三豊市 

志々島 

岡山県 

粟島 


